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さいたま市テニス協会「細則」 

（総則）  

第 1条 本細則はさいたま市テニス協会（以下、本会）会則に従い、協会運営に関する事務所、         

会員登録、会費、役員の選任手続きについて規定する。 

（事務所） 

第 2条 本会の事務所は「さいたま市大宮区宮町 1-38-1 KDX大宮ビル B1F」に置く。 

（会員登録・年会費） 

第 3条 会員は下記 2.の要件を満たし、3.の年会費を支払い、別に定める登録要項により登録される。 

2. 団体は個人会員 2名以上で構成し、個人会員は 1団体のみに所属することとし、重複登録を禁止

する。 

3. 年会費は団体会費 5000円と個人会員費１人 300円とする。ただし、 

 ・18歳以下の個人会員をジュニアとし、ジュニアの個人会費は無料とする 

 ・大会に参加しないジュニア団体担当者とジュニアだけからなる団体の年会費は無料とする 

（賛助会員） 

第 4条 本協会を賛助する団体及び個人は、理事会の承認を得て賛助会員となる。 

（役員の選任） 

第 5条 役員の選任は下記の通りとする。 

2. 理事は団体会員および会長の推薦を受けて、正副会長よりなる会議で候補者を選定し、理事会の 

議を経て総会で選任する。 

3. 監事は会長の推薦を受けて、理事会の議を経て総会で選任する。 

4. 委員は団体会員または理事の推薦を受けて、常務理事会で選任する。 

（名誉会長、顧問、参与の選任） 

第 6条 名誉会長、顧問、参与は次の役割を担う者とする。  

2. 名誉会長は、本会の活動に特段の功績もしくは支援のあった者で、本会の名誉向上に寄与する者

とする。 

3. 顧問は専門的知見から本会の活動に有益な助言を得られる者とする。必要に応じて報酬を支払う 

ことができる。 

4. 参与は本会の会員であって、本会の活動に有益な助言ならびに支援を得られる者とする。 

（改廃） 

第 7条 本細則の改廃は理事会の議決による。 

 

付  則 

1. 2023年 4月 1日理事会制定、4月 16日会則変更後に施行 

2. 本細則および別途定める経費支給規程の制定により、「さいたま市テニス協会規定」（2022年 4月

1日 追記、施行）は廃止する。 

 

 

 

 

参考資料③組織図と専門委員会 

◆会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆組織  

総会・理事会で決定した会務の実行組織である。 

当会を運営する役員は当会の会員で上記組織の一員として活動する。 

役員には会則第 3章で定める会長、副会長、理事、監事、委員がある。 

専門委員会は管轄する職域に所属するものとし、選考された委員、委員長により実務を執行する。 

【組織図】           【 主な業務 】 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

2024年度専門委員会と専門会議 

  名称 状態 委員長 委員 目的と運営 

専

門

委

員

会 

1 エンジョイ大会促進委員会 (常設) 梶谷 
一ノ瀬、木月、小林、塩澤、渋井、杉本、 
三木(紀)、村井 エンジョイ大会の拡大、運営対応 

2 システム開発委員会 (常設) 堀江 
小島、小林、近藤(明)、塩澤、高橋(一)、 

冨永、三木(琢)、 (沖田) 
会員へのサービス向上と役員作業軽減 

3 審判委員会 (常設) 霜野 冨永、ほかに審判員有資格者から 3名 テニスルールの普及 

4 強化、選手選考委員会 (常設) 清水 小林、関根、冨永、長谷部 さいたま市代表の都市対抗、ねんりんピック選手選考、大会対応 

5 広報委員会 (常設) 小林 小島、高橋(一)、長南、冨永、堀本 テニス協会 IR活動、HPの管理 

6 普及部指導研修委員会 (常設) 村井 
一ノ瀬、大川(邦)、梶谷、小林、塩澤、 
澗田、堀本、三木(紀)、山野井 

指導者育成、教室運営の検討会 

7 大会ペナルティー委員会 (必要時) 高橋(秀) 大川(邦)、小林、冨永、ほかに大会担当者 大会規定違反事例の処理 

専

門

会

議 

1 部局長会議 (必要時) 小林 一ノ瀬、内村、斎藤、高橋(秀)、村井 財務検討、部局間の調整、重要事項の事前協議、緊急事項の協議 

2 事務局推進会議 (必要時) 斎藤 飯田、大竹、小林、三木(琢) 事務業務の整理と新規取組検討 

3 会計担当者会議 (必要時) 内村 一ノ瀬、小川、斎藤、田中(幸)、和田 予算・決算案策定、会計処理調整 

 

会員管理、会則、規定、広報、システム開発 

会務統括、長期ビジョンの取組、事業企画・立案 

総会 

常務理事会 

理事会 

専門委員会 

・審議決定＜予算・決算 事業計画 会務報告 会則 他＞ 

 

・会務の必要事項・緊急事項の審議、執行 

 

・総会・理事会の委任事項他を審議、専門委員会の設置 

 

・総会、常務理事会、理事会等の要請を受けて設置、常設と 

終了時に解散する特設の 2種類とする。 

テニス教室、普及イベント、指導者育成、 
エンジョイ大会 

普及部 

事務局 

競技部 

理事長・副理事長 

会長・副会長 

会計監事 

会計 

大会運営、ルール普及、選手強化 

会計統括 

協会代表 


